
 

1 

 

  

令和７年度普通交付税等の交付決定額について  

  

令和７年度の普通交付税等の交付額が７月２９日（火）に閣議報告され、山梨県分につ

いては次のとおり決定されました。 

  

（当初算定比較） 

◎ 実質交付税（普通交付税＋臨時財政対策債）           （単位：千円、％） 

区  分 令和７年度 令和６年度 ※ 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 １３９，９３９，１４９ １３９，６０９，８３５ ３２９，３１４ ０．２ △２．１ 

市町村分 ９４，７２０，１８７ ９４，６４９，２９０ ７０，８９７ ０．１ ０．２ 

計 ２３４，６５９，３３６ ２３４，２５９，１２５ ４００，２１１ ０．２ △１．０ 

   ※12月の再算定による追加交付額（県分 64.5億円、市町村分 43.8億円）は含まず。 

 

普通交付税                         （単位：千円、％） 

区  分 令和７年度 令和６年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 １３９，９３９，１４９ １３８，８８１，６０１ １，０５７，５４８ ０．８ ０．４ 

市町村分 ９４，７２０，１８７ ９３，５１７，２４５ １，２０２，９４２ １．３ ２．８ 

計 ２３４，６５９，３３６ ２３２，３９８，８４６ ２，２６０，４９０ １．０ １．６ 

 

臨時財政対策債                       （単位：千円、％） 

区  分 令和７年度 令和６年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

 県  分 ０ ７２８，２３４ △７２８，２３４ 皆減 皆減 

市町村分 ０ １，１３２，０４５ △１，１３２，０４５ 皆減 皆減 

計 ０ １，８６０，２７９ △１，８６０，２７９ 皆減 皆減 

  

 

◎  地方特例交付金                                         （単位：千円、％） 

区  分 令和７年度 令和６年度 増 減 額 増 減 率 全国増減率 

県  分 ４５７，３９１ ２，８４６，８１３ △２，３８９，４２２ △８３．９ △８３．４ 

市町村分 ６８６，０８１ ４，２７０，６７０ △３，５８４，５８９ △８３．９ △８３．４ 

計 １，１４３，４７２ ７，１１７，４８３ △５，９７４，０１１ △８３．９ △８３．４ 
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Ⅰ 県 分（当初算定比較） 

 

令和７年度の普通交付税等の算定においては、需要の面では、過去に発行した県債の償

還終了による公債費の減などがあるものの、小中学校費の増などにより増加した。 

収入の面では、個人県民税所得割の増などから増加となり、普通交付税と臨時財政対策

債を合わせた実質交付税額は、令和６年度より３．３億円（０．２％）増加し、 

１，３９９．４億円となった。 

なお、臨時財政対策債は、平成１３年度の制度創設以来、初めて新規発行額ゼロとなっ

たため、実質交付税額の全額が普通交付税として交付されることとなった。 

 

１ 普通交付税  

交付決定額は１，３９９．４億円で、令和６年度に比べ１０．６億円、０．８％の増となった。 

○ 増減理由 

・ 基準財政需要額  

過去に発行した県債の償還終了による公債費の減などがあるものの、小中学校費の増

などがあり、臨時財政対策債振替前で１９．２億円の増となった。 

また、臨時財政対策債振替額が減少したことから、振替後の基準財政需要額は 

２６．５億円、１．１％の増となった。 

・ 基準財政収入額 

個人県民税所得割が増加したことなどから、１６．３億円、１．６％の増となった。 

 

普通交付税額の決定方法 

普通交付税額＝基準財政需要額（臨時財政対策債振替前）－臨時財政対策債相当額 

－基準財政収入額 

     基準財政需要額＝単位費用×測定単位（人口等）×補正係数 

基準財政収入額＝税収入の見込額×７５％ 

 

２ 臨時財政対策債 

臨時財政対策債は平成１３年度の制度創設以来、初めて新規発行額ゼロとなった。 

 

３ 地方特例交付金  

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）に伴う減収を補塡

するため交付されるもの（４．４億円）と、個人住民税における定額減税の実施に伴う減

収分を補填するために交付されるもの（０．２億円）の２種類の交付金があり、今年度は

４．６億円となり、令和６年度に比べ２３．９億円、８３．９％の減となった。 
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Ⅱ 市町村分（当初算定比較） 

 

令和７年度の普通交付税等の算定においては、需要の面では、人口と面積を基本として

算定する包括算定経費のほか、地域振興費やこども子育て費の増などにより増加した。 

また、収入の面では、市町村民税所得割や地方消費税交付金、固定資産税の増などによ

り増加したことなどから、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた実質交付税額は、令和

６年度より０．７億円（０．１％）増加し、９４７．２億円となった。（別添資料１・２） 

なお、臨時財政対策債は、平成１３年度の制度創設以来、初めて新規発行額ゼロとなっ

たため、実質交付税額の全額が普通交付税として交付されることとなった。 

また、普通交付税が配分されない不交付団体は、令和６年度不交付団体であった山中湖

村が新たに交付団体となったことで、昭和町、忍野村の２団体となった。 

 

１ 普通交付税 

交付決定額は９４７．２億円で、令和６年度に比べ１２．０億円、１．３％の増

となった。 

 

○ 増減理由（交付団体） 

 

・ 基準財政需要額  

人口と面積を基本として算定する包括算定経費のほか、地域振興費やこども子育て

費の増などにより、臨時財政対策債振替前の基準財政需要額は２７．２億円、 

１．３％の増となった。 

また、臨時財政対策債振替額が減少したことから、振替後の基準財政需要額は 

３８．５億円、１．９％の増となった。 

 

・ 基準財政収入額 

市町村民税所得割や地方消費税交付金、固定資産税の増などにより２４．１億

円、２．２％の増となった。 

 

※ 上記は令和６年度・７年度ともに交付団体である２４団体での比較。 

 

令和７年度においては、山中湖村が市町村民税法人税割の減を主な要因として新たに

交付団体（普通交付税０．５億円）となった。 
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○ 不交付団体 

※ 全国では１都８４市町村が不交付団体（令和６年度当初は１都８２市町村） 

※ 参考：山中湖村の不交付団体期間は昭和49年度、昭和50年度、昭和61年度～平成21年度、

平成23年度～令和2年度、令和5年度、令和6年度 

 

２ 臨時財政対策債 

臨時財政対策債は平成１３年度の制度創設以来、初めて新規発行額ゼロとなった。 

 

３ 地方特例交付金 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）に伴う減収を

補塡するため交付されるもの（６．６億円）と、個人住民税における定額減税の実施

に伴う減収分を補填するために交付されるもの（０．２億円）の２種類の交付金があり、

今年度は６．９億円で、令和６年度に比べ３５．８億円、８３．９％の減となった。 

 

 

町 村 名 理    由 期   間 

昭和町 
基準財政収入額が、引き続き基準財政需要額を

上回ったため、不交付団体となった。 
昭和59年度～（42年連続） 

忍野村 
基準財政収入額が、引き続き基準財政需要額を

上回ったため、不交付団体となった。 

昭和60年度～平成4年度 

平成8年度～平成14年度 

平成16年度～平成21年度 

平成24年度～令和3年度 

令和5年度～（3年連続） 


